
鷹

･
鷹
献
上
と
奥
羽
大
名
小
論

は

じ

め

に

(1
)

｢諸
国
鷹
出
所
地
名
｣
と
題
す
る
折
帖
が
'
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
｡
こ
の
史
料
は
'
大
鷹

･
鏡
(
は
い
た
か
-

ワ
シ
タ
カ
科
の
小
型
の
鷹
)
･

隼
な
ど
の
産
出
地
を
全
国
的
に
網
羅
し
た
も
の
で
あ

っ
て
'
松
前
'
陸
奥
'

南
部
'

津
軽
'

佐
竹
'

上
杉
'

戸
沢
'

伊
予
'

遠
州
'

駿
州
'

長
州
'

薩
州
'
信
州
'
濃
州
へ

野
州
'

武
州
'

甲
州
'

上
州
へ

飛
州
'
奥
州
(磐

城
)へ
常
州
の
順
で
各
上地
の
郡

･
村

･
字
名
を
列
記
し
て
い
る
(松
前

の
み

(2
)

は
'

町
村
と
字
名
)｡

ま
た
享
保
期
以
降
と
推
定
さ
れ
る

｢
鷹
出
所
名
録
｣

(若
干
の
異
同
を
除
け
ば
'

｢諸
国
鷹
出
所
地
名
｣
と
は
ぼ
同
様
の
内
容
)
に

は
'
全
国
の
鷹
出
所
地
六
七
四
地
点
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
鷹
の
出
所

地
は
時
代
に
よ
っ
て
多
少
の
変
易
が
あ

っ
て
'
計
算
方
法
如
何
で
も
異
同
が

存
す
る
の
で
あ
る
が
'

｢鷹
出
所
名
録
｣
に
よ
れ
は
'
松
前

･
南
部

･
佐
竹

･
陸
奥

･
上
杉

･
津
軽

･
戸
沢

･
磐
城
の
各
出
所
地
合
計
は
'
総
合
計
の
中

に
於
て
六
七
%
に
達
す
る
｡

松
前
以
下
右
述
の
地
域
は
陸
奥

･
出
羽
両
国
に
該
当
す
る
訳
で
あ

っ
て
'

長

谷

川

成

一

奥
羽
両
国
は
鷹
の
出
所
地
と
し
て
全
国
的
に
も
圧
倒
的
な
量
を
保
持
し
て
い

た
と
解
さ
れ
よ
う
｡
ま
た
両
史
料
と
も
に
'
磐
城
を
除
く
奥
羽
地
方
の
鷹
出

所
地
名
を
大
名
の
領
地
名
も
し
-
は
家
名
で
記
載
し
て
い
る
の
ほ
'
こ
れ
ら

の
地
域
の
外
の
各
地
が
国
名
で
括

っ
て
い
る
の
と
は
根
本
的
に
記
入
方
針
が

相
違
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
｡
要
す
る
に
松
前
以
下
六
ヶ
所
に
於
け
る

鷹
の
出
所
地
は
各
大
名
毎
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
'
大
名
と
鷹
出

所
地
が
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

次
に
徳
川
将
軍
家

へ
の
鷹
献
上
に
関
し
て
'
こ
れ
も
享
保
期
以
降
と
推
定

さ
れ
る
史
料
に
よ
れ
ば
'
恒
常
的
に
献
上
を
実
施
し
て
い
た
の
は
'

〓

1大

(3
)

名
家
で
あ

っ
た
｡
そ
の
う
ち
松
前
家
の
黄
鷹

1
五
居
を
筆
頭
に
'
奥
羽
大
名

(松
前

･
仙
台
伊
達

･
津
軽

･
佐
竹

･
南
部

･
上
杉

二
戸
沢
)
が
全
体
の
七
割

(
五
五
居
の
う
ち
三
九
居
)
を
占
め
て
お
り
'
偶
然
で
は
あ
る
が
先
述
の
奥
羽

に
お
け
る
鷹
出
所
地
と
ほ
ほ
似
た
数
量
を
示
し
て
い
る
｡
因
み
に
奥
羽
大
名

の
外
に
鷹
献
上
を
実
施
し
た
大
名
は
'
長
岡
牧
野
家

･
松
山
松
平
家

･
丹
波

(4
)

松
平
家

･
尾
張
徳
川
家

･
諏
訪
家
の
五
家
で
あ
り
'
い
ず
れ
も
黄

鷹

で
は
な

-
雀
鶴

･
巣
鶏

･
鶴
で
あ

っ
た
(諏
訪
家
は
釜
無
山
で
鷹
巣
の
発
見
が
な
か
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(5
)

っ
た
場
合
､
鷹
献
上
は
免
除
さ
れ
た
)｡

こ
の
よ
う
に
鷹
の
出
所
地
と
鷹
献
上
大
名
に
は
､
地
理
的
に
も
数
量
的
な

側
面
に
於
て
も
､
い
ず
れ
も
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
､
こ

こ
に
奥
羽
地
方
を
特
色
づ
け
る
歴
史
的
な
要
素
が
浮
上
し
て
-
る
｡
そ
こ
で

は
､
近
世
中
期
に
鷹
の
大
量
産
地
と
し
て
全
国
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
奥
羽

地
方
に
対
し
て
､
近
世
に
至
る
迄
の
歴
史
の
中
で
鷹
を
め
ぐ
る
問
題
が
､
如

何
な
る
影
響
を
与
え
､
更
に
幕
藩
国
家
に
於
て
は
如
何
な
る
政
治
的
意
義
を

有
し
て
い
た
の
か
が
､問
わ
れ
て
こ
よ
う
｡
ま
た
最
近
の
研
究
で
は
､大
名
に

ょ
る
諸
品
献
上
は
原
則
と
し
て
将
軍
と
大
名
と
の
主
従
関
係
(御
恩
と
奉
公
)

に
基
づ
-
も
の
で
あ

っ
て
､
軍
事
的
課
役

･
勤
役

･
役
儀
と
同
様
に
､
大
名

(6
)

の
広
範
な
奉
公
を
形
成
す

る
と

い
わ
れ
て
い
る
｡
即
ち
奥
羽
大
名
の
鷹
献
上

は
､
幕
府

へ
の
奉
公
に
該
当
す
る
訳
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
内
実
解
明
に
主
な

視
点
を
据
え
て
､
以
下
順
を
追

っ
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
-
こ
と
に
し
た
い
｡

な
お
､
本
稿
で
は
幕
藩
国
家
と
奥
羽
大
名
と
の
関
係
構
造
を
追
求
す
る
目

的
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
､
対
馬
藩
の
鷹
献
上
な
ら
び
に
朝
鮮
国
か
ら
の

鷹
移
入
に
関
し
て
は
､
本
来
の
テ
ー

マ
か
ら
逸
脱
す
る
と
考
え
触
れ
な
い
こ

と
に
す
る
｡ま
た
鷹
狩
･鷹
場
制
度
に
つ
い
て
も
今
回
は
同
様
に
言
及
し
な
い
｡

一

古
代

･
中
世
奥
羽
地
方
と
麿

(7
)

七
世
紀
東
国
か
ら
の
白
鷹
貢
献
は
､

『
日
本
書
紀
』
巻
二
九

に
み
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
､
こ
の
場
合
の
東
国
が
必
ず
し
も
奥
羽
両
国
を
持
す
も
の
で
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
皇
室

へ
の
献
上
鷹
の
産
地
が
奥
羽
地
方
で
あ
る

こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
は
､

『
大
和
物
語
』
に

｢同
じ
帝
､
狩
い
と
か
し

こ
-
好
み
た
ま
ひ
け
り
､
陸
奥
国
磐
手
の
郡
よ
り
た
て
ま
つ
れ
る
御
鷹
､
よ

に
な
-
か
し
こ
か
り
け
九
は
､
に
な
う
お
ぼ
し
て
､
御
手
鷹
に
し
た
ま
ひ
け

(8
)

(
9
)

り
｣

と
あ
り
､
奈
良
の
帝
の
愛
用
鷹
は
陸
奥
国
磐
手
郡
よ

り
産
出
し
た
も
の

と
記
し
て
お
り
､
八
世
紀
律
令
国
家
に
於
け
る
鷹
献
上
と
奥
羽
地
方
と
の
関

係
を
描
き
出
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
中
央
政
権
に
進
上
す
べ
き
諸
国
物
品
の
名
称
や
数
量
な
ど
を
規

(10
)

定
し
た

『
延
書
式
』
主
計

式

の

条
文
に
は
､
奥
羽
地
方
に
関
し
て
は
調
席
の

外
に
年
料
別
貢
雑
物
に
も
鷹
の
品
目
は
見
当
ら
な
い
｡
民
部
式
の
交
易
雑
物

に
も
､
陸
奥
は
葦
鹿
皮

･
独
肝

(北
方
の
野
犬
)
皮

･
砂
金

･
昆
布
な
ど
､

出
羽
は
熊
皮

･
葦
鹿
皮

･
独
狩
皮
の
貢
上
規
定
が
存
す
る
の
み
で
､
鷹
は
記

姐御
E

さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
れ
ら

『延
書
式
』
の
規
定
が
ど
の
時
点
ま
で
遡
及
で
き

る
の
か
､
ま
た
､
八
世
紀
の
実
情
に
近
い
も
の
か
ど
う
か
明
ら
か
に
で
き
な

い
が
､
制
度
上
こ
の
段
階
で
は
､
鷹
貢
上
は
奥
羽
両
国
に
明
確
な
形
で
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(12
)

九
世
紀
に
入

っ
て
､
承
和

二

一年
正
月
二
五
日
の

｢
太
政
官
符
｣
に
､
奥

羽
両
国
の
真
上
雑
物
使
等
は
初
位
己
下
の
子
弟
を
宛
て
､
頁
物
を
進
上
す
べ

き
こ
と
､
鷹

･
馬
真
上
便
ほ
そ
の
限
り
に
あ
ら
ざ

る
こ
と
､
律
令
駅
制
に
拠

っ
て
両
国
よ
り
鷹

･
馬
の
貢
上
を
実
施
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
､
当
真
上

任
は
特
別
の
取
扱
い
を
受
け
た
｡
こ
の
ほ
か
､
貞
観
元
年
八
月
に
五
畿
七
道

(13
)

諸
国
に
鷹
真
上
を
停
止
す
る
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
､
九
世
紀
に
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ほ
全
国
的
に
鷹
の
真
上
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
｡
な
お

一

〇
世
紀
に
入
っ
て
'
天
元
元
年
に
出
羽
国
か
ら
鷹
八
達
の
献
上
が
あ

っ
て
'

(14
)

円
融
天
皇
の
御
覧
に
供
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
'
右
の
鷹
が
は
た
し
て
真

上
使
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
'
関
連
す
る
史
料
が
見
当
ら
な
い
た

め
不
明
で
あ
る
｡

律
令
国
家
に
於
て
は
'
少
な
-
と
も
八
世
紀
ま
で
は
鷹
買
上
が
律
令
財
政

の
中
に
必
ず
し
も
包
摂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
-
'
奥
羽
両
国
か
ら
不
時
の
貢

献
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
九
世
紀
に
入
る
と
両
国
か
ら
京
納
の

貢
上
物
と
し
て
'
恒
常

的

に
鷹
の
駅
送
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
窺
い
得
る

が
'
既
に
律
令
駅
伝
馬
制
は
崩
壊
に
瀕
し
律
令
農
民
の
疲
弊
著
し
く

奥
羽

両
国
か
ら
の
鷹
真
上
制
に
は
崩
壊
の
兆
候
が
み
え
て
い
た
と
言

っ
て
も
過
言

で
は
あ
る
ま
い
｡

鎌
倉
幕
府
に
於
て
は
'
武
家
の
棟
梁
た
る
源
頼
朝
が
放
鷹
を
好
ま
ず
'
建

久

六
年
九
月
二
九
日
'
｢
可
&
.f
j鷹
狩
之
旨
'
被
仰
諸
国
御
家
人
｡
於
違
犯

(15
)

1

二

1

1

下
二

厳
制
之
輩
者
へ
可
有
其
科

｡
｣

と
定
め
'

神
社
の
供
祭
に
於
け
る
賛
鷹
を
例

一

上

レ
二

一

外
と
し
て
'
御
家
人
に
放
鷹
を
禁
じ
た
｡
右
の
禁
令
は
別
と
し
て
'
開
幕
後

将
軍
家
に
対
し
て
鷹
献
上
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
｡
禁
令
交

(16
)

付
の
前
年
の
建
久
五
年
に
､
芸
西
清
重
が
頼
朝
に
自
大
鷹
を
献
上
し
た
｡
葛

西
清
重
は
'
周
知
の
如
-
奥
州
合
戦
に
功
が
あ

っ
た
と
し
て
､
頼
朝
か
ら
陸

奥
国
に

｢胆
沢

･
磐
井

･
気
仙

･
牡
鹿

･
江
刺
の
数
郡
'
並
に
海
浜
六
十
六

(17
)

島
を
下
賜
｣
(奥
羽
旧
事
)
さ
れ
へ
陸
奥
国
内
御
家
人
の
統
率
と
平
泉
郡
内
の

(18
)

治
安
維
持
の
任
務
を
与
え
ら
れ
た
｡
換
言
す
れ
ば
'
奥
州
総
奉
行
と
し
て
伊

沢
家
景
と
と
も
に
陸
奥
国
の
支
配
に
従
事
し
た
清
重
は
'
陸
奥
国
守
護
職
の

(19
)

任
に
相
当
す
る
役
目
を
負

っ
た
訳
で
'
そ
の
人
物
が
将
軍
家
に
対
し
鷹
献
上

を
行
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
当
該
事
例
は
次
に
述
べ
る
中
世
伊
達
氏
の
動
向
を

考
え
る
上
で
､
注
目
に
値
す
る
｡

そ
も
そ
も
奥
州
支
配
の
伝
統
は
'
平
泉
藤
原
氏
時
代
の
陸
奥
守

･
鎮
守
府

将
軍
か
ら
鎌
倉
時
代
の
奥
州
総
奉
行
､
建
武
中
興
期
の
陸
奥
守

･
鎮
守
府
将

(20
)

軍
を
経
て
'
室
町
時
代
の
奥
州
探
題

･
守
護
職

へ
と
伝
え
ら
れ
た
｡
大
永
五

年
'
伊
達
暗
宗
が
奥
州
探
題
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
際
に
給
さ
れ
た
'
足
利
義
輝

3矧
E

御
内
書
に
は
'

就

奥

州

探
題
職
儀
'
為
礼
大
鹿

一
本
､
馬

一
疋
雲
徒
毛
､
黄
金
珊
両
到

(
大
館
)

(文
次
斎
)

来
'
目
出
供
へ
猶

暗

光

可

申
供
'
為
其
差
下

草

阿

慎

也
'

(足
利
義

輝
)

九
月
廿
四
日

(
花

押

)

(暗
宗
)

伊
達

左

京

大

夫
と
の
へ

と
あ
り
'
奥
州
探
題
補
任
の
礼
物
と
し
て
'
伊
達
氏
が
鷹

･
馬

･
黄
金
を
足

利
将
軍
家
に
献
上
し
た
由
が
知
ら
れ
る
｡
伊
達
氏
は
奥
州
探
題
に
補
任
さ
れ

る
こ
と
で
奥
州
に
於
け
る
伝
統
的
支
配
権
を
確
認
さ
れ
た
訳
で
あ

っ
て
'
そ

の
礼
物
た
る
鷹
は
陸
奥
国
支
配
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い

(22
)

か
と
推
察
す
る
｡
こ
れ
よ
り
先
､
足
利
義
教

･
同
義
政
の
御
内
書
に
は
'
奥

州
探
題
大
崎
氏
よ
り
鷹
を
送
ら
れ
た
事
に
つ
い
て
の
謝
礼
が
績
々
述
べ
ら
れ

て
お
り
'
鷹
を
介
し
て
の
足
利
将
軍
家
と
の
服
属
関
係
締
結
は
'
伊
達
氏

一

人
の
特
例
で
は
な
-
奥
州
探
題
職
に
あ
る
者
に
と
り
常
例
と
し
て
継
東
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

地
方
権
力
が
中
央
政
権
と
の
接
触
を
も
ち
'
中
央
政
権
か
ら
支
配
権
を
東
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記
さ
れ
る
場
合
'
奥
羽
諸
大
名
は
鷹
献
上
を
媒
介
と
し
た
の
で
あ

っ
て
'
奥

州
支
配
の
伝
統
継
東
に
重
要
な
棟
能
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

二

鷹
を
め
ぐ
る
統

一
政
権
と
奥
羽
大
名

織
田
政
権
に
於
て
は
'
信
長
が
対

1
向

1
探
戦
争
や
領
主
間
戦
争
に
忙
殺

さ
れ
た
た
9
.
奥
羽
大
名
と
の
関
係
は
'
豊
臣
政
権
と
比
較
し
て
著
し
-
蘇

薄
で
あ
る
｡
さ
て
天
正
元
年
は
'

一
五
代
将
軍
足
利
義
昭
を
二
条
城
か
ら
追

い
出
し
'
越
前
の
朝
倉
義
景
'
近
江
の
浅
井
長
政
等
を
撃
破
し
て
'
信
長
が

畿
内
近
国
の
信
長
包
囲
網
を
破

っ
た
画
期
的
な
年
で
あ

っ
た
が
'
こ
の
年
以

降
'
奥
羽
大
名
の
信
長
に
対
す
る
接
触
が
開
始
さ
れ
た
｡

(23
)

伊
達
氏
は
当
主
輝
宗
が
'
天
正
三
年
に
信
長

へ

｢逸
物
之
鷹
馬
｣
を
進
上

し
て
'
織
田
政
権
と
の
関
係
を
獲
得
し
'
以
後
鷹
馬
献
上
を
通
じ
て
修
交
を

(24
)

継
続
し
た
｡
こ
の
ほ
か
陸
奥
で
は
'
田
村
郡
の
田
村
清
顕
の
鷹
馬
貢
献
が
知

ら
れ
る
｡
出
羽
で
は
'
天
正
三

･
四
両
年
に
安
倍
愛
李
が
信
長
に
弟
鷹

一
〇

(25
)

居
と
同
二
居
を
そ
れ
ぞ
れ
献
上
し
'
信
長
か
ら
太
刀
を
下
賜
さ
れ
た
｡

｢秋

(26
)

田
家
系
図
｣
に
よ
れ
は
'
こ
の
の
ち
毎
年
の
如
-
信
長

へ
馬

･
鷹
を
献
上
し

た
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
'
出
羽

･
陸
奥
両
国
の
有
力
戦
国
大
名
が
は
ば
同
時

期
に
信
長
政
権

へ
の
鷹
献
上
を
開
始
し
'
い
ず
れ
も
そ
れ
を
恒
例
と
し
た
こ

と
は
注
目
さ
れ
よ
う
｡
安
倍
氏
の
外
に
は
'
出
羽
国
で
は
仙
北
の
前
田
氏
'

陸
奥
の
遠
野
氏
が
天
正
七
年
七
月
に
信
長

へ
鷹
献
上
を
し
た
こ
と
が

『信
長

(27
)

公
記
』
巻

二

一
に
記
さ
れ
'
ま
た
最
上
義
光
も
翌
八
年
に
青
鷹

一
連

･
馬

一

(28
)

匹

･
鑓
等
を
信
長
に
進
献
し
て
い
る
｡
最
上
氏
の
場
合
'
代
替
り
に
よ
る
家

臣
背
反
の
背
景
も
存
し
た
が
'
義
光
は
右
の
贈
物
と
共
に

｢累
代
相
続
の
系

(29
)

図
｣
を
信
長

へ
呈
上
L
t
返
書
に
最
上
出
羽
守
の
受
領
名
を
授
か
っ
て
家
中

に
対
し
支
配
の
正
統
性
を
主
張
す
る
根
拠
と
し
た
｡
こ
の
外
'
出
羽
の
大
宝

(30
)

寺
義
興
も
天
正
九
年
に
鷹

･
馬
を
信
長
に
進
献
し
て
お
り
'
奥
羽
大
名
が
織

田
政
権
に
対
し
て
'修
交
乃
至
臣
従
を
求
め
る
際
に
は
'鷹

･
馬
を
進
上
す
る

の
が
通
例
と
な

っ
て
い
た
｡
し
か
も
両
国
の
有
力
大
名
に
あ

っ
て
ほ
'後
述
す

る
徳
川
政
権
期
の
如
く
毎
年
の
献
上
が
実
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
｡

と
こ
ろ
で

｢秋
田
藩
採
集
文
書
｣
二
二
に
は
'
天
正
三
年
(筆
者
の
推
定
)

(31
)

二
月
二
〇
日
付
の
次
の
信
長
朱
印
状
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡

錐
未

申

通

侯
'
以
書
之
次
令
啓
侯
'
偽
為
鷹
所
望
鷹
師
両
人
差
下
侯
'

往
還
諸
役
所
路
次
蕃
井
餌
之
事
'
無
異
儀
被
仰
付
仮
着
'

可
為
歓
悦
侯
'

珍
鷹
同
易
物
出
来
仮
着
'
御
馳
走
所
仰
侯
上
'
御
相
応
之
儀
承
侯
者
珍
重

侯
'
猶
南
部
宮
内
少
輔
可
申
侯
'
恐
々
謹
言

30

二
月
廿
日

謹
上

下
国
殿

信
長
(朱
印
)

右
朱
印
状
の
要
旨
は
'
鷹
所
望
の
た
め
信
長
は
自
分
の
鷹
匠
を
送
る
の
で
往

還

･
餌
等
の
世
話
を
秋
田
氏
に
依
頼
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対

す
る
返
書
は
見
当
ら
な
い
が
'
天
正
五
年
閏
七
月
二
〇
日
と
推
定
さ
れ
る
愛

(32
)

季
書
状

案

に

'
鷹
師
衆
下
向
の
件
が
記
さ
れ
信
長
か
ら
礼
物
太
刀
を
受
領
し

て
い
る
所
か
ら
し
て
'
信
長
鷹
師
衆
の
下
向
は
事
実
と
し
て
存
在
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
不
時
の
鷹
師
秋
田
下
向
で
あ
り
'
当
例
を



以
て
速
断
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
'
統

一
権
力
た
る
織
田
政
権
自
ら
が
鷹

を
出
羽
国
に
求
め
て
来
た
事
は
'
次
の
豊
臣

･
徳
川
両
政
権
と
の
連
続
面
を

考
察
す
る
上
か
ら
も
着
目
に
値
し
ょ
う
｡

奥
羽
地
方
の
諸
大
名
に
豊
臣
政
権
の
威
令
が
徹
底
す
る
の
は
'
天
正

一
八

年
の
小
田
原
の
陣
を
経
過
し
て
後
の
こ
と
で
あ
る
｡
信
長
死
去
の
天
正

一
〇

年
か
ら
同

一
八
年
に
至
る
ま
で
の
期
間
に
'
奥
羽
大
名
は
既
に
豊
臣
政
権
と

の
間
に
様
々
な
形
で
の
対
応
関
係
を
持

っ
て
い
た
｡

織
田
政
権
と
の
比
較
に
於
て
'
豊
臣
政
権
と
奥
羽
大
名
の
鷹
を
め
ぐ
る
関

係
に
は
'
次
の
特
質
が
考
え
ら
れ
る
｡
信
長
は
贋
等
の
献
上
を
待

っ
て
諸
大

名
の
臣
従
と
修
交
関
係
を
継
続
し
た
が
'
秀
吉
は
鷹
進
上
を
各
大
名
に
積
極

的
に
求
め
る
形
で
'
彼
ら
を
自
ら
の
権
力
体
系
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
を
意

(33
)

図
し
た
(豊
臣
政
権
の
場
合
'

大
名
と
統

一
政
権
と
の
対
等
の
応
接

･
修
交

は
あ
り
え
ず
'

大
名
は
統

一
権
力
に
服
属
さ
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
)
｡
伊

達
氏
は
天
正

一
〇
年
以
降
'
相
馬
氏
'
最
上
氏
'
佐
竹
氏
'
声
名
氏
'
大
崎

(34
)

氏
ら
と
戦
い
'
南
奥
に
勢
力
を
拡
張
し
て
い
た
が
'
天
正

一
六
年
'
前
田
利

家
か
ら
鷹
進
上
を
秀
吉
に
成
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
｡
利
家
は

｢関
白

様
､
御

鷹
被
為

数
寄
侯

二
付
而
'
被
成
御
書
侯
条
'
可
然
鷹
御
進
上
尤
存

侯
'
方
々
へ
被
仲
通
侯
間
'
鷹
数
多
者
不
人
中
侯
'
黄
鷹
鳥
屋
に
て
も
'
能

(35
)

鷹
尾
羽
を
不
打
侯
て
'
鷹
師

二
被
入
御
念
へ
御
進
上
可
然
侯
｣
と
'
あ
わ
せ

て
政
宗
が
最
上
義
光
と
和
睦
す
べ
き
事
を
勧
告
し
て
'
鷹
献
上
を
政
宗
に
促

し
た
｡
政
宗
は
さ
っ
そ
く
献
上
に
及
ん
だ
ら
し
く
'
同
年
七
月
四
日
付
の
利

(36
)

家
書
状
に
右
の
件
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
秀
吉
の
鷹
献
上
の
要
望
は
'
同
年

一

〇
二

二
月
に
も
あ
り
'
秀
吉
の
代
官
富
田
知
信
は
'
関
白
が
政
宗
の
所
蔵

に
か
か
る

｢
鶴
取
之
鷹
｣
を
是
非
所
望
し
て
い
る
の
で
､
献
上
す
る
よ
う
に

と
述
べ
て
お
り
'
更
に
書
状
の
猶
々
書
に
於
て

｢返
々
も
鶴
取
御
鷹
'
早
々

(37
)

御
進
上
侯
て
可
然
存
侯
｣
と
念
を
入
れ
た
｡
前
田
利
家
の
前
記
書
状
と
同
じ

く
'
富
田
は
献
上
の
件
と
あ
わ
せ
て
佐
竹

･
最
上
両
氏
と
伊
達
氏
と
が
和
睦

を
成
立
さ
せ
る
こ
と
及
び
上
洛
を
勧
告
し
た
｡
翌
天
正

一
七
年
に
は
'

｢
日

赤
之
鶴
取
之
鷹
｣
を
関
白
が
所
望
し
て
い
る
の
で
'
早
速
献
上
さ
れ
た
い
こ

(金
山
宗
洗
)

と
'
そ
の
際

｢自
然
有
御
遅
延
者
如
何
之
間
'
此
度

以

彼

老

中

宣
侯
｣
と
威

嚇
し
'
政
宗
に
当
鷹
の
献
上
が
敏
速
に
実
行
さ
れ
る
べ
き
こ
と
'
並
び
に
上

(38
)

渚
の
催
促
を
富
田
は
告
げ
た
｡
秀
吉
か
ら
ほ
'
同
年
六
月
九
日
付
書
状
を
以

ハ.ハキ

(39
)

て
謝
意
が
述
べ
ら
れ
'
鈍

国

行
の
太
刀

l
腰
が
政
宗
に
下
賜
さ
れ
た
.

小
田
原
に
参
陣
す
る
ま
で
の
伊
達
氏
と
豊
臣
政
権
と
の
対
応
は
右
の
通
り

で
あ
る
が
'
政
宗
か
ら
の
鷹
献
上
は
全
て

｢
関
白
の
所
望
｣
に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
て
お
り
'
そ
の
際
に
伊
達
氏
の
南
奥
に
於
け
る
軍
事
行
動
の
規
制
と
上

洛
勧
告
を
付
随
さ
せ
て
統

一
権
力

へ
の
服
属
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
し
た
｡
こ

の
こ
と
は
鷹
献
上
の
あ
り
方
が
'
織
田
政
権
と
本
質
的
に
相
違
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
よ
う
｡
な
お
'
津
軽
氏
は
小
田
原
に
参
陣
し
て
'

日
額
安
堵
と
南
部
氏
か
ら
の
独
立
承
認
を
得
た
が
'
そ
の
節
や
は
り
鷹
を
関

(40
)

白
に
献
上
し
て
服
属
の
意
図
を
明
確
に
し
た
｡

出
羽
地
方
の
大
名
の
動
向
は
'
伊
達
氏
と
は
や
や
異
な
る
｡
最
上
氏
は
小

田
原
参
陣
の
前
年
よ
り
徳
川
家
康
を
介
し
て
'
豊
臣
政
権

へ
の
接
近
を
図

っ

(41
)

た
｡
天
正

一
八
年
と
推
定
さ
れ
る
二
月
四
日

二
二
月
二
二
日
の
家
康
書
状
に

ょ
れ
ば
'
最
上
氏
か
ら
献
上
さ
れ
た
鷹
は
'
家
康
に
よ

っ
て
秀
吉
に
披
露
さ

れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
'
家
康
は
ま
た
北
条
攻
略
の
時
期
を
義
光
に
通
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報
し
て
参
陣
を
勧
告
し
た
｡
最
上
氏
以
外
の
出
羽
地
方
の
諸
大
名
は
小
田
原

陣
後
'
統

一
権
力
の
威
勢
が
奥
羽
に
及
ん
だ
過
程
で
鷹
献
上
を
自
主
的
に
行

(42
)

な

っ
て
'
豊
臣
政
権
に
服
属
し
た
｡
ま
た
文
疎
五
年
'
秋
田
実
李
に
宛
て
た

(43
)

秀
吉
朱
印
状
に
鷹
献
上
に
対
す
る
謝
礼
と
と
も
に
'
材
木
献
上
に
精
を
入
れ

る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
次
章
に
於
て
述
べ
る
が
'
材
木
も
鷹
も

実
は
軍
役

･
物
成
と
し
て
負
担
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
品
目
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
へ
鷹
献
上
は
統

1
政
権
に
対
し
て
大
名
が
負
担

す
べ
き
御
役
奉
公
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
明
ら
か
に
統

一
政
権

と
大
名
と
の
主
従
関
係
を
構
成
す
る
支
柱
で
あ

っ
た
｡

豊
臣
政
権
と
奥
羽
大
名
の
鷹
献
上
を
め
ぐ
る
動
向
は
右
の
如
き
も
の
で
あ

る
が
'
同
政
権
の
麿
問
題
に
関
し
て
は
更
に
次
の
特
質
を
見
出
し
得
る
｡
そ

れ
は
鷹
の
特
産
地
を
特
定
し
て
'
鷹
が
そ
の
地
か
ら
他
国

へ
売
買
も
し
く
は

装
り
に
搬
出
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
'
当
該
地
の
大
名
に
鷹
の
保
護
を
命
じ

た
こ
と
で
あ
る
｡
陸
奥
松
前

･
津
軽
の
鷹
と
日
向
麿
の
独
占
が
そ
れ
で
あ

っ

た
｡
日
向
鷹
は
戦
国
期
に
於
て
も
珍
重
さ
れ
た
も
の
で
'
足
利
義
昭
が
島
津

(44
)

氏
に
所
望
し
て
い
た
こ
と
は
彼
の
御
内
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
｡
天
正

一
五

年
の
秀
吉
に
よ
る
九
州
平
定
の
後
'
秀
吉
は
島
津
義
弘
に

｢
日
州
鷹
巣
奉
行

事
｣
を
命
じ
て
'
日
向
鷹
の
保
護
と
移
出
の
取
締
り
を
強
化
さ
せ
た
｡
秀
吉

の
九
州
支
配

･
統

一
政
権
樹
立

へ
の
歩
み
が
'
鷹
巣
を
も
そ
の
権
力
下
に
組

み
入
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
の
事
情
は
'
芥
川
龍
男
氏
の
論
稿

｢戦
国
武

(45
)

将
と
麿
｣
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡
右
の
事
柄
は
奥
羽
地
方
に
も
類

似
し
た
性
向
を
み
せ
て
お
り
'
支
線
期
と
推
定
さ
れ
る
蛎
崎
盛
広
宛
の
秀
吉

(
46

)

朱
印

状

に

は
'

(地
力

)

商
売
船
之
事
'
最
前
モ
如
被
仰
出
'

二

一

極
月
二
日

二

】

二

一
二

一

夷

江
直
不
可
格
付
侯
､
(中
略
)

レ
二

一

秀
吉
印

其

□

巣

鷹
､
自
余

へ
出
侯
事
'

1
切
令

停
止
侯
'
如
先
々
可
申
付
侯
'
並

(盛
広
)

塀
崎
甚

五

郎

殿

と
あ
り
'

｢
商
売
船
｣
の

｢夷
｣
と
の
直
接
取
引
を
禁
じ
'
松
前
城
下
の
み

で
商
取
引
を
行
う
こ
と
を
規
定
す
る
と
共
に
'
他
領

へ
巣
鷹
を
移
出
す
る
こ

と
を
厳
禁
し
て
お
り
'
先
述
の
日
向
鷹
と
同
じ
く
蝦
夷
地
鷹
の
統

一
権
力
に

ょ
る
独
占
を
目
指
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
津
軽
に
於
て
も
同
様
で
あ
り
'
巣
鷹

(47
)

商
売
の
禁
と
保
護
と
を
､
津
軽
為
信
に
秀
吉
は
命
じ
た
｡
統

一
政
権
に
よ
る

特
産
地
鷹
の
独
占
は
'
産
地
か
ら
の
移
出

･
商
売
の
禁
'
巣
鷹
の
保
護
だ
け

で
は
な
-
'
其
地
か
ら
京
都
迄
の
鷹
輸
送
に
当
該
輸
送
路
に
あ
た
る
諸
大
名

を
動
員
す
る
こ
と
で
完
成
し
た
｡
秀
吉
は
文
緑
二
年
正
月
に
日
本
海
沿
岸
の

(48
)

大
名
に
対
し
て
次
の
朱
印
状
を
発
し
た
｡

(慶
広
)

巣
鷹
従
松
前
'
毎
年
'
嶋
崎
志

摩

守

'
可
居
上
侯
間
'
於
滑
々
､
宿
己
下

二

1

二

1

二

1

(餌
カ
)

不
可
有
異
儀
候
'
並

飼

之

事

'
其
所

ヨ
-
入
念
可
申
付
侯
也
'

レ
レ
二

7

レ

二

T

文
殊
二
正
月
六
日

朱

印

秋
田
安
藤
太
郎
領
内

(以
下
五
大
名
略
'
各
大
名
の
名
は
付
表
に
明
記
し
て

あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
)
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西
近
江
中

共
外
泊
々
在
々

松
前
か
ら
京
都
迄
の
鷹
輸
送
は
､
海
上
航
路
を
以
て
実
施
さ
れ
た
訳
で
'

(49
)

右
の
朱
印
状
と
は
ぼ
同
文
言
の
朱
印
状
が
､
津
軽
か
ら
の
鷹
献
上
実
施
の
た

め
､
日
本
海
沿
岸
地
域
に
給
さ
れ
た
｡
要
す
る
に
豊
臣
政
権
下
に
於
け
る
奥

羽
地
方
の
鷹
独
占
は
'
松
前

･
津
軽
両
地
を
特
産
地
と
し
て
特
定
L
t
京
都

に
至
る
泊
々
の
地
域
を
鷹
輸
送
に
従
事
せ
し
め
る
こ
と
で
'
い
わ
ば
海
上
に

伝
馬
(船
)制
を
布
き
'
日
本
海
沿
岸
大
名
を
実
質
的
に
統

7
政
権
の
権
力
体

系
に
組
み
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
.

徳
川
政
権
は
豊
臣
政
権
の
方
向
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
継
承
す
る
形
で
'
鷹
を

め
ぐ
る
様
々
な
措
置
を
採

っ
た
｡
た
だ
し
両
政
権
の
間
に
は
二
つ
の
相
違
点

が
あ
る
｡

一
つ
は
鷹
輸
送
に
関
し
て
'
豊
臣
政
権
が
海
上
輸
送
を
採
用
し
た

の
に
対
し
'
徳
川
政
権
は
主
に
陸
上
輸
送
に
転
換
し
､
松
前
か
ら
江
戸

へ
の

(50
)

鷹
輸
送
に
伝
馬
制
を
適
用
し
た
｡
更
に
も
う

一
点
は
､
津
軽
が
特
産
地
か
ら

は
ず
さ
れ
'
鷹
輸
送
ル
ー
ト
の
本
州
側
の
始
発
点
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
に
は
様
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
｡
本
来
'
津
軽
は
松
前
ほ
ど
鷹
の
産

出
量
が
多
-
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
'
幕
府
の
津
軽
藩
に
対
す
る
特
殊

な
政
治
的
位
置
づ
け
も
考
慮
に
入
れ
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
(詳
細

(51
)

は
別
誌
拙
稿
を
参
照
)0(㌔
て
鷹
輸
送
を
命
じ
る
老
中
奉
書
は
'

慶
長
九
年

四
月

一
〇
日
に
出
さ
れ

た
の
を
噸
矢
と
し
て
'
以
下
将
軍
の
代
替
り
毎
に
発

給
さ
れ
た

(
五
代
将
軍
綱
吉
は
'

生
類
憐
み
の
令
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
よ
う

(53
)

に
'
各
大
名
に
鷹
献
上
を
禁
じ
た
の
で
'
右
の
奉
書
は
出
さ
な
か
っ
た
も
の

と
考
え
る
)｡
そ
の
文
言
は
'

急
度
中
人
侯
'
従
松
前
上
り
申
候
御
鷹
共
'
御
領
分
罷
通
候
刻
'
不

寄
何

二

一

レ
二

時
へ
夫
伝
馬
御
鷹
之
餌
以
下
'
従
松
前
伊
豆
守
埋
被
申
侯
者
'
可
有
馳
走

旨
上
意
侯
へ
恐
々
謹
言

四
月
十
日

7

レ

レ
二

一

青
山
図
書
助

成
重

(以
下
略
'
宛
名
の
各
大
名
は
付
表
に
記
し
て
あ
る
の

で
参
照
さ
れ
た
い
)

と
'
各
将
軍
期
に
給
し
た
奉
書
は
'
右
の
奉
書
を
踏
襲
し
た
｡
周
知
の
如
-

徳
川
家
康
は
'
右
奉
書
の
前
年
慶
長
八
年
に
将
軍
職
に
就
い
て
お
り
'
名
実

と
も
に
全
幕
藩
制
の
最
高
権
力
者
と
し
て
登
場
し
た
訳
で
'
鷹
献
上
を
そ
の

翌
年
に
命
じ
た
こ
と
は
'
天
下
に
そ
の
権
威
を
徹
底
さ
せ
る
と
共
に
'
奥
羽

大
名
を
鷹
輸
送
ル
ー
ト
に
集
約
さ
せ
る
こ
と
で
､
強
力
な
統
制
下
に
置
こ
う

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
豊
臣
政
権
以
来
の
鷹
献
上
ル
ー
ト
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
大
名
を
列
記
す
る
と
付
表
(鷹
輸
送
を
命
ぜ
ら
れ
た
大
名

･
地
名

1
覧
)

の
よ
う
に
な
る
｡
豊
臣
政
権
期
に
は
'
大
名
を
特
定
で
き
ず
泊
地
点
を
指
示

し
て
負
担
を
命
じ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
､
徳
州
政
権
で
は
陸
奥

･
羽
後

･
羽
前

･
陸
中

･
陸
前

･
下
野

こ
石
代

･
下
総
各
国
の
主
要
街
道
を
領
内
に
持
つ
各

(54
)

大
名
が
'
役
負
担
の
対
象
と
さ
れ

た
｡

な
か
ん
づ
-
陸
奥

･
出
羽
両
国
の
主

要
大
名

･
旗
本
は
ほ
と
ん
ど
網
羅
さ
れ
て
お
り
'
彼
ら
は
全
幕
藩
制
期
を
通

じ
て
'
松
前
か
ら
の
鷹
輸
送
役
を
幕
藩
統

1
権
力
た
る
幕
府
よ
り
院
課
さ
れ

た
の
で
あ
る
｡

織
田
政
権
は
麿
師
衆
を
個
別
に
各
大
名
に
派
遣
し
て
'
鷹
を
求
め
る
こ
と

を
し
た
が
'
豊
臣
政
権
で
は
産
地
の
特
定
化
と
鷹
輸
送
を
実
施
す
る
こ
と
で

松
前

･
津
軽

･
日
向
の
鷹
を
太
閤
の
独
占
に
し
た
｡
そ
の
上
'
輸
送
の
泊
地

に
そ
の
都
度
朱
印
状
を
交
付
し
て
輸
送
賄
い
を
命
じ
る
方
式
を
採

っ
た
が
'
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た 大 名 ･ 地 名 一 覧

元 和10,老中奉書 l寛永11,老中奉書 l寛 文4,老中奉書 l享 保2,老中奉書

津 軽 越中守
南 部 信濃守
佐 竹 右京大夫
岩 城 四郎次郎
六 郷 兵庫頭
仁 加保 兵庫頭
酒 井 宮内大輔
戸 沢 右京亮
鳥 井 左京亮
松 平 丹後守
松 平 陸奥守
上 杉 弾正少弼
松 平 下野守
芦 野 民 部
大田原 備前守
福 原 淡路守
狐 川 御宿老中
奥 平 美作守
永 井 右近大夫

津 軽 平 蔵
南 部 山城守
佐 竹 修理大夫
岩 城 左兵衛
本 城 領
仁加保 内 勝
仁加味 内 記
酒 井 宮内大輔
戸 沢 右京亮
鳥 居 左京亮
土 岐 山城守
松 平 陸奥守
上 杉 弾正少弼
加 藤 民部少輔
丹羽五郎左衛門

芦 野 民 部
大田原 左兵衛
福 原 内 膳
喜 連 川
奥 平 美 作
土 井 大炊頭

津 軽 越中守
南 部 山城守
佐 竹 修理大夫
岩 城 伊予守
六 郷 伊賀守
仁 加保 孫九郎
仁 加保 内 記
酒 井 左衛門尉
戸 沢 能登守
土 岐 山城守
松 平 下総守
同 亀千代
上 杉 播磨守
丹 羽 右京大夫
本 多 下野守
芦 野 民 部
大田原 山城守
福 原 淡路守
喜 連 川
奥 平 美作守
三 浦 志摩守
土 井 大炊頭

津 軽 土佐守
南 部 大 勝
佐 竹 右京大夫
岩 城 伊予守
六 郷 伊賀守
仁 加保 内 記
仁 加保 又四郎
酒 井 左衛門尉
戸 沢 上総介
松 平 越中守
堀 田 伊豆守
松 平 陸奥守
上 杉 民部大輔
丹 羽 右京大夫
松 平 大和守
芦 野 左 門
大田原 飛騨守
福 原 刑 部
喜 連 川
戸 田 山城守
鳥 井 丹波守
本 多 中務大輔

証 本表は ｢福山秘府｣(『新撰北海道史』84-91貢)､｢津軽古文書｣

をもとに作成 した｡大名の名および地名は､全て史料に記 されて

いる通 りとした｡なお､木表では､享保 2年迄 しか載せなかった

が､津軽家文書(弘前図書館)には､天明8年8月27日付の鷹送 り

の老中奉書が架蔵されている｡内容は､享保 2年のものと受領名

の異同のほかは､大名の名及び数 も同じであるため､敢て掲載 し

なかった｡

- 34-



徳
川
政
権
で
は
奥
羽
大
名
を
輸
送
体
系

に
組
み
入
れ
て
､
松
前
か
ら
の
鷹
献

上
は
'
幕
藩
国
家
に
於
け
る
奥
羽
大
名

の
御
役
奉
公
の

一
環
と
し
て
'
公
役

体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡

≡

奥
羽
諸
藩
と
贋

統

一
政
権
と
鷹
を
め
ぐ
る
奥
羽
大
名
と
の
対
応
に
関
し
て
は
､
前
章
で
論

述
し
た
通
り
で
あ
る
｡
本
章
で
は
慶
長
五
年
以
降
へ
幕
府
と
奥
羽
諸
藩
と
の

鷹
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
検
討
し
て
ゆ
-
0

鹿 輸 送 を 命 ぜ ら れ

秋田安藤太郎領内

津軽 右 京 亮 額 内
越後宰相中将領内
加 賀 宰 相 領 内

北 庄 侍 従 分 領
大谷刑部少輔分領
西 近 江 中

共 外 泊 々 在 々

大

名

の

名

お

よ

び

地

名

秋田分額 八 森
の し ろ

ふす-沢
舟 こ し

湊
ゆ りの内あか うつ

仁かふ分領

ふ る き
この うら

景勝分領 ふ くら
さ か た

大 浦
あっ ミ川
中 つ き
さ る 沢

岩 舟
したい浜
にいかた

竹のまち
と ま り

いつ も崎

か し/､さき

内中越

は
府
な

の

い
あ

と

三

う

つ 崎

中

た ち

う

とひ川

･,､
り
市

つ

ふ
ま

日

は
と 山

中 田

今ゆする木
か な 沢

松 任

小 松

大 正 寺

;越前内 北 庄
一 府 中

今 城
疋 田

江州内 か い 津
大 み そ
坂 本

津 軽 越中守
南 部 信濃守

秋 田 備後守
最 上 出羽守

松 平 陸奥守
米 沢 中納言

松 平 飛騨守

芦 野 弥左衛門
大田原 備後守

福 原 雅楽頭

狐 川 御宿老中
奥 平 大膳大夫
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中
村
孝
也

『徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
(
日
本
学
術
振
興
会

昭
和
三
五

午
)
は
'

徳
川
家
康
が
発
給
し
た
文
書
を
網
羅
'
集
大
成
し
た
研
究
書
と
し

て
'
学
術
的
に
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
当
研
究
に
集
録
さ
れ
て
い

る
文
書
の
内
'
関
ケ
原
の
戦
以
降
家
康
の
死
没
ま
で
'
家
康
が
各
大
名
に
発

給
し
た
書
状

･
黒
印
状
の
中
で
'

鷹
献
上
を
謝
し
た
文
言
の
あ
る
文
書

(午

記
の
判
明
す
る
も
の
)
は
極
め
て
少
な
く
'

最
上
氏

･
津
軽
氏

･
宗
氏

･
上

(55
)

杉
氏

へ
宛
て
た
御
内
書
な
ど
を
み
る
に
す
ぎ
な
い
｡

家
康
に
対
す
る
鷹
献
上
は
右
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
'
鷹
に
関
す
る
幕
府

の
諸
規
定
並
び
に
方
針
は
家
康
時
代
に
ほ
ぼ
出
揃

っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で

は
な
い
｡
前
章
で
採
り
上
げ
た
鷹
輸
送
の
件
も
慶
長
九
年
に
出
さ
れ
た
老
中

奉
書
が
代
々
踏
襲
さ
れ
て
'
松
前
か
ら
の
鷹
献
上
の
制
は
確
定
し
た
.
ま
た

(56
)

慶
長
九
年
の
私
的
鷹
狩
と
売
買
の
禁
'
同

一
七
年
の
公
家
衆

｢鷹
つ
か
ひ
｣

(57
)

禁
止
な
ど
'
放
鷹
の
権
利
を
公
家
か
ら
取
り
上
げ
'
武
家
に
帰
属
さ
せ
る
な

ど
'
全
幕
藩
制
を
通
し
た
方
針
が
着
々
と
形
成
さ
れ
た
｡
な
か
で
も
徳
州
政

権
が
豊
臣
政
権
と
根
本
的
に
相
異
す
る
点
は
'
先
の
公
家
衆
放
鷹
の
禁
止
の

外
に
'
鷹
産
地
の
特
定
化
を
幕
府
は
せ
ず
(松
前
は
豊
臣
政
権
を
踏
襲
)'
産

地
は
全
て
全
幕
藩
領
主
の
所
有
に
帰
す
る
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と

で
あ
る
｡
家
康
の
段
階
で
は
末
だ
そ
の
段
階
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
が
秀

(班
)

忠

･
家
光
は

｢
巣
鷹
の
制
｣
を
発

令

し

て
'
五
人
鼠
に
よ
る
巣
鷹
の
保
護
を

命
じ
盗
巣
者
を
刑
に
処
す
る
旨
を
厳
達
し
た
｡
即
ち
幕
藩
領
主
階
級
に
の
み

鷹
の
保
持
が
認
め
ら
れ
'
そ
れ
以
外
の
階
級
に
所
属
す
る
者
は
'
原
則
的
に

巣
鷹
の
発
見
も
し
-
は
巣
鷹
の
保
護
に
従
事
す
る
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
｡

幕
府
の
方
針
は
右
の
有
様
で
あ

っ
た
が
'
諸
藩
の
動
向
を
み
て
み
る
に
'

鷹
の
産
地
で
あ
る
秋
田
で
は
'
既
に
元
和
期
に
幕
府
に
先
行
す
る
形
で
そ
の

動
き
は
出
て
い
た
｡
元
和
二
年
五
月
'
佐
竹
義
宜
は
諸
島
法
度
を
仙
北
に
下

し
て
'
鷹
の
餌
と
な
る
雀
や
そ
の
他
の
鳥
を
領
外
へ
移
出
'
売
買
す
る
の
を

(59
)

禁

じ

'

領
主
階
級
に
よ
る
鷹
餌
の
独
占
を
目
論
ん
だ
｡
ま
た
領
内
産
出
の
鷹

は
全
て
領
主
の
所
有
に
属
す
る
と
し
て
'
農
民
の
捕
獲
し
た
鷹
を
献
上
さ
せ

(60
)

て
褒
美
銀
を
下
賜
す

る

な

ど
'
鷹
の
領
主
階
級

へ
の
帰
属
を
徹
底
し
て
励
行

し
た
｡
そ
も
そ
も
佐
竹
氏
入
部
以
前
に
於
て
ほ
'
鷹
は
軍
役

･
物
成
と
し
て

見
倣
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
｡
慶
長
二
年
九
月
三
日
の

『浅
利
頼
平
物
成

(61
)

上
申
覚
書

写

』

に
よ
れ
ば

｢
御
検
地
之
年
葺
秋
田
方

へ
仕
軍
役
物
成
上
申
侯

覚
｣
の
中
に
'
天
正

l
八
年
分
と
し
て
舟
木

･
金
子

･
帆
柱
と
と
も
iT
｢大

(小
)

鷹
壱
ツ
｣
'
文
線
二
年
分
に
は
蔵
米

･
帆
柱
の
外

｢
天
魔
二
ツ
･
せ
う

壱
ツ

岩
右
近

二
渡
侯
｣
と
'
こ
れ
ら
の
品
々
を
秋
田
氏

へ
貢
上
し
て
い
た
こ
と
を

浅
利
氏
は
'
秀
吉
の
奉
行
長
束
正
家

へ
報
告
し
て
お
り
'
鷹
は
物
成

･
軍
役

と
し
て
徴
収
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
段
階
で
は
全
て
の
麿
が
領
主
に

帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
生
じ
て
お
ら
ず
'
被
徴
収
者
の
側
に

保
持
す
る
部
分
が
存
在
し
た
｡
そ
れ
が
徳
川
政
権
期
に
入

っ
て
は
'
そ
の
保

持
分
が
抹
消
さ
れ
'
全
-
敏
主
佐
竹
氏
の
所
有
に
帰
し
た
の
で
あ
る
O

次
に
幕
藩
領
主
の
領
内
鷹
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
に
す

る
｡

元
和
四
年
九
月
'

上
杉
景
勝
の
鷹
匠
衆
が
秋
田
に
鷹
を
求
め
て
来
た

時
'
秋
田
藩
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

(徳
川
秀
忠
)

宴
元
-二

売
鷹

一
切
無
之
候
'
当
国

こ
て
披
取
侯
鷹

ハ
'
上

様

へ
進

上
被
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致
'
義
宣
手
遣

1三

松
前
人■
毎
年
所
望
被
致
侯
段
へ
委
申
渡
'
松
前

へ
被

参
院
而
可
然
由
'
申
渡
候
へ
共
､
宴
元
へ
さ
へ
始
罷
下
候
間
松
前

へ
参
儀

(62
)

如
何
之
由
､
思
安
被
致
侯
'

右
の
文
言
で
注
目
す
べ
き
は
､
当
国
即
ち
秋
田
藩
領
で
描
獲
し
た
鷹
は
全
て

将
軍
家
に
献
上
L
t
佐
竹
義
宜
が
放
鷹
に
使
用
す
る
の
は
'
松
前
に
於
て
購

入
し
た
鷹
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
将
軍
か
ら
宛
行
わ
れ
た
領
地
か
ら
産

す
る
鷹
は
'
将
軍
の
所
有
に
帰
す
る
と
い
う
認
識
は
'
鉱
山
の
場
合
と
の
類

似
性
を
想
起
さ
せ
る
が
'
鷹
に
対
す
る
幕
藩
領
主
の
考
え
が
奈
辺
に
在
る
の

か
を
窺
う
の
に
興
味
深
い
｡
右
の
認
識
が
全
く
原
則
論
で
あ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
'
佐
竹
氏
に
よ
る
幕
府

へ
の
献
上
鷹
が
領
内
産
だ
け
で
は

(63
)

な
く
'
松
前
よ
り
描
塵
し
た
も
の
で
賄

っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
ま

(64
)

た
鷹
を
松
前
だ
け
で
な
く
山
形
や
常
陸
鹿
島
や
下
総
で
購

入

を

行
わ
せ
て
お

り
'
必
ず
し
も
義
畳
の
認
識
通
り
に
秋
田
藩
が
対
処
し
て
い
た
訳
で
は
な
か

っ
た
｡
し
か
し
'
松
前
で
の
購
入
量
が
絶
対
的
に
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡

松
前
審
で
は
場
所
請
負
制
が
成
立
す
る
以
前
'
主
要
な
収
入
源
は
通
商
と
金

山
の
ほ
か
'
鷹
場
所
で
あ

っ
た
｡
海
保
嶺
夫
氏
に
よ
れ
ば
'
鷹
は
各
大
名
か

ら
需
要
が
多
く
'
蝦
夷
地
に
多
数
の
鷹
を
産
出
す
る
松
前
藩
は
鷹
を
多
く
描

(65
)

獲
で
き
る
場
所
を
知
行
と
し
て
家
臣
に
与
え
て
い
た
と
言
わ
れ
'
鷹
販
売
で

得
る
収
入
は
松
前
藩
の
財
政
に
大
き
な
地
位
を
占
め
て
い
た
｡
元
和

･
寛
永

期
を
み
て
も
'
秋
田
城
下
を
経
由
し
て
松
前
に
鷹
購
入
に
赴
い
た
大
名
は
'

佐
竹
氏
は
勿
論
の
こ
と
上
杉

･
戸
沢

･
越
前
松
平

二
戸
田

･
松
浦

･
尾
張
徳

川

二
月
極

･
紀
伊
徳
川

･
加
賀
前
田

･
会
津
加
藤
の
各
家
で
あ

っ
た
が
'
最

も
頻
繁
に
松
前

へ
向
い
'
大
量
に
鷹
を
買
い
求
め
た
の
は
幕
府
鷹
匠
衆
で
あ

(66
)

っ
た
｡

秀
忠

･
家
光
期
に
於
け
る
幕
府

へ
の
諸
藩
の
鷹
献
上
は
'
実
に
膨
大
な
も

(67
)

の
で
あ
る
｡
献
上
大
名
は
奥
羽
諸
藩
に
限
ら
ず
'
全
国
的
広
が
り
を
み
せ
て

い
る
｡
こ
の
寛
永
九
年
に
は
'秀
忠
死
去
に
よ

っ
て
大
御
所
時
代
が
終

っ
て
'

家
光
の
将
軍
独
裁
体
制
が
開
始
す
る
所
謂

｢御
代
香
り
｣
が
実
現
し
た
｡
そ

の
際
の
祝
儀
と
し
て
鷹
献
上
を
行
な

っ
た
大
名
は
'
九
年
分
の
み
で
二
七
家

に
達

っ
し
た
も
の
の
'
こ
の
年
を
堺
に
し
て
鷹
献
上
は
減
少
し
た
｡
特
に
同

年
は
献
上
大
名
の
地
域
が
著
し
く
拡
散
し
て
お
り
'
量
的
に
も
ピ
ー
ク
を
形

成
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
年
も
含
め
て
奥
羽
諸
藩
の
麿
献
上
は
'
当
然
の

ご
と
く
回
数
の
上
か
ら
も
他
を
圧
倒
し
て
い
る
｡
こ
の
際
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
､
家
光
期
以
後
'
『
徳
川
実
紀
』
に
大
名
か
ら
の
鷹
献
上
の
記

述
が
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
各
藩
か
ら
は
事
実
上
'
贋

を
献
上
し
そ
れ
に
謝
意
を
示
す
老
中
奉
書
が
給
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
'

そ
れ
が

『実
紀
』
に
記
録
さ
れ
な
い
の
で
'
諸
藩
の
献
上
状
態
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
｡
鷹
献
上
藩
が
次
第
に
陶
汰
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
'
産
地
で
あ
る
奥
羽
地
方
も
含
め
先
述
し
た

〓

一家

に
'
定
期
的
に
献
上
す
る
藩
が
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か

し
先
述
の
如
く
鷹
の
産
地
は
奥
羽
地
方
だ
け
で
は
な
く
全
国
に
ま
た
が

っ
て

い
る
も
の
の
､
奥
羽
諸
藩
が
特

に
大
量
の
鷹
献
上
を
恒
常
的
に
実
施
し
た
背

景
に
は
'
律
令
国
家
に
於
け
る
鷹
貢
上
使
の
存
在
､
中
世
に
於
て
は
奥
州
総

奉
行

･
奥
州
探
題
の
鷹
献
上
､
そ
の
各
々
の
伝
統
と
系
譜
が
基
盤
と
し
て
存

在
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
あ
わ
せ
て
佐
竹
義
畳
の
い
う
領
内
産

鷹
は
上
様
の
も
の
と
い
う
認
識
が
相
乗
し
て
'
幕
藩
制
全
期
を
通
じ
て
幕
府
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へ
の
鷹
献
上
が
奥
羽
諸
藩
に
よ

っ
て
主
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

由
利
地
方
と
鷹

由
利
地
方
は

｢諸
国
鷹
出
所
地
名
｣
及
び

｢
鷹
出
所
名

鐘
｣
い
ず
れ
に
も
'
鷹
の
産
地
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
な
い
が
､
郡
内
で
の

鷹
産
出
の
記
録
は
'
最

上

氏

の
支
配
下
に
入

っ
た
慶
長
期
以
降
に
散
見
す

る
｡
最
上
義
光
の
家
臣
中
山
光
直
は
'

態
々
之
御
書
'精
令
披
見
候
'殊
其
地

二
而
大
鷹

･
兄
鷹
二
居
罷
出
侯
儀
誠

二
御
目
出
度
令
存
知
侯
'
頃
日
江
戸
御
手
前
之
御
普
請
衆
罷
帰
侯
(中
略
)

拾
月
四
日

中
玄
光
直
(花
押
)

(68
)

岩
右
兵
様

御
報

と
岩
屋
団
斎
に
書
き
送

っ
て
お
り
'
右
の
書
状
は
江
戸
普
請
の
事
か
ら
慶
長

二

年
と
推
定
さ
れ
'
当
年
前
後
に
岩
屋
氏
の
知
行
所
か
ら
鷹
の
出
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
ほ
か
年
未
詳
の
最
上
義
光
書
状
で
は
岩
屋
領
で
産
出
し

た
鷹
を
山
形

へ
届
け
る
こ
と
'
更

に
描
獲

し
た
鷹
は
亀
崎
(
酒
田
)
へ
上
せ

(鍋
)

(70
)

て
置
く
こ
と
を
指
図
し
た
｡
こ
れ
も
年
未
詳
の
1
0
月
五
日
付
の
義
光
書
状

で
は
'
自
分
が
出
府
の
際
'
鷹
を
幕
府

へ
献
上
す
る
が
岩
屋
領
か
ら
産
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
'
将
軍

へ
明
言
す
る
旨
を
岩
屋
氏
に
断
わ

っ
て
お
り
'

岩
屋
領
の
鷹
は
最
上
氏
の
鷹
献
上
に
か
な
り
貢
献
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

右
の
事
柄
を
補
強
す
る
材
料
と
し
て
は
'
次
に
述
べ
る
史
料
が
適
当
で
あ

ろ
う
｡
元
和
八
年
'
最
上
氏
が
改
易
さ
れ
た
後
'
岩
屋
領
は
亀
田
領
に
編
入

さ
れ
た
が
'
赤
字
津
よ
り
鷹
産
出
が
梅
津
政
景
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
､
そ
れ

こ
ま
､

〃ヽl
1.〃l(前

略
)様
子

ハ
兄
鷹
壱
つ
出
申
侯
間
'
宴
元
御
鷹
江
戸

へ
罷
登
侯

ハ
､
'

同
前
に
為
豊
中
度
由
被
中
越
候
'
宴
元
御
鷹
登
侯
事

ハ
'
何
時
成
共
出
次

(71
)

第
ノ
事

二
俣
間
'
筆

刀
へ
御
鷹
師
す

へ
参
､
待
侯
や
う

こ
と
返
事
至
侯
'

と
あ
り
､亀
田
領
内
に
出
た
鷹
を
江
戸
に
献
上
す
る
意
図
で
あ

っ
た
よ
う
だ
｡

こ
の
よ
う
に
最
上
氏
か
ら
亀
田
領
に
編
入
さ
れ
て
か
ら
も
此
地
か
ら
は
､
鷹

産
出
と
そ
の
献
上
が
行
わ
れ
ん
と
し
た
事
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
｡

松
前
か
ら
の
鷹
献
上
に
由
利
地
方
が
豊
臣
政
権
以
来
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ

と
は
､
前
章
で
既
に
述
べ
た
所
で
あ
り
'
付
表
を
参
照
す
れ
ば

一
目
瞭
然
で

あ
る
｡
統

7
権
力
に
よ
る
鷹
輸
送
の
1
環
と
し
て
だ
け
で
な
く
'
由
利
地
方

は
ま
た
幕
府
鷹
匠
衆

･
諸
藩
の
松
前
か
ら
の
鷹
購
入
の
道
筋
に
も
当

っ
て
い

た
｡
そ
れ
に
関
し
て
､
寛
永
八
年

二

月
二
日
の

『政
景
日
記
』
に
は
'
次

の
記
錨
が
あ
る
｡

(家
光
)

1
'
江
戸
御
鷹
居
山
本
藤
右
衛
門
被
罷
立
侯
､
御

所

様

へ
之
御
鷹
弟
琴

一

(普
)

つ
之
由
'
本

城

通

り
'

(72
)

二

尾
張
大
納
言
様
御
鷹
居
衆
'
是
も
若
弟
鷹
仁
つ
之
由
､
本
城
通
り
､

秋
田
城
下
を
通
過
す
る
松
前
か
ら
の
鷹
師
衆
は
大
部
分
が
仙
北
通
り
な
の
で

あ
る
が
､
右
の
史
料
に
み
る
如
く
由
利

･
本
荘
を
通
過
す
る
場
合
も
あ
り
､

こ
の
以
前
同
年
二
月
に
は
､
摂
津
尼
崎
城
主
戸
田
氏
鉄
の
鷹
師
衆
も
由
利
を

(73
)

通
過
す
る
意
図
を
持
ち
'
秋
田
藩
に
伝
馬
と
歩
夫
を
要
望
し

た
｡

最
上
氏
支
配
時
代
に
も
幕
府
鷹
師
衆
の
往
来
は
頻
繁
で
あ

っ
た
と
争
え
'

元
和
六
年

二

月

二

日
'
本
城
満
茂
の
家
臣
原
田
河
内
守
は
､
平
沢
村
問

(74
)

屋
与
右
衛
門
に
提
書
を
下
し
て
､
そ
の
中
に
t

I
t
問
屋
仁
人
た
る
へ
く
候
､
但
駄
賃
之
儀

二

日
二
壱
駄
宛
問
屋
ぶ
つ

け
可
申
事
'
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一
､
江
戸
御
鷹
師
衆
御
賂
御
伝
馬
堅
如
在
中
間
数
事
'
(下
略
)

と
定
め
､
幕
府
鷹
師
衆
の
応
接
と
伝
馬
役
遂
行
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
す
べ

き
こ
と
を
令
し
た
｡

由
利
地
方
に
於
け
る
鷹
出
所
の
問
題
､
幕
府

･
諸
藩
の
鷹
輸
送
に
関
す
る

役
負
担
の
事
な
ど
､
鷹
献
上
を
め
ぐ
る
幕
藩
国
家
の
動
向
に
､
由
利
郡
も
決

し
て
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
｡
寛
文

期
本
荘
藩
の
松
前
に
於
け
る
鷹
購
入
の
問
題
な
ど
､
由
利
郡
内
諸
藩

･
諸
氏

の
鷹
を
め
ぐ
る
問
題
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
'
紙
数
も
尽
き
た
の
で
別

稿
を
期
し
た
い
と
考
え
る
｡

む

す

び

以
上
三
章
に
わ
た

っ
て
'
鷹

･
鷹
献
上
を
め
ぐ
る
奥
羽
地
方
並
び
に
奥
羽

諸
藩
の
動
向
を
考
察
し
た
｡
古
-
か
ら
奥
羽
地
方
は
鷹
買

･
鷹
献
上
の
行
わ(75

)

れ
た
地
域
と
し
て
認
識
さ
れ
'
ま

た
講
書

に
於
て
も
述
べ
ら
れ
て
は
き

た

が
､
そ
の
論
拠
は
意
外
に
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
'
漠
然
と
そ
の
よ
う
に
言

い
習
わ
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
｡

小
稿
で
は
鷹

･
鷹
献
上
に
焦
点
を
あ
て
て
､
古
代
以
来
の
奥
羽
地
方
の
歴

史
的
な
位
置
を
筆
者
な
り
に
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
努
め
た
｡
そ
の
結
果
'

明
確
に
出
来
た
点
と
し
て
は
､
次
に
述
べ
る
事
柄
に
集
約
で
き
よ
う
｡

第

一
に
､
古
代
律
令
国
家
に
於
て
は
へ
奥
羽
両
国
の
貢
上
鷹
は
八
世
紀
の

段
階
で
は
末
だ
律
令
財
政
に
包
摂
さ
れ
て
は
お
ら
ず
'
鷹
貢
上
任
が
歴
史
的

に
制
度
化
さ
れ
た
実
体
を
持
つ
の
は
､律
令
制
の
崩
壊
期
に
於
て
で
あ

っ
た
D

そ
れ
故
'
律
令
国
家
の
中
で
'
奥
羽
両
国
の
鷹
献
上
が
果
し
て
制
度
的
に
確

固
た
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
-
'諸
国
か
ら
の
鷹
真
上
と
､

あ
る
い
は
同
列
で
あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
｡

第
二
に
は
'
中
世
に
於
け
る
奥
羽
地
方
の
鷹
献
上
の
伝
統
は
'
鎌
倉
幕
府

の
奥
州
総
奉
行
の
そ
れ
を
基
点
と
し
て
奥
州
探
題

へ
と
続
き
､
中
央
政
権
に

ょ
る
奥
州
支
配
権
の
承
認
と

一
体
と
な
る
形
で
'
奥
羽
諸
藩
が
鷹
を
献
上
す

る
根
拠
の
一
環
を
形
成
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

第
三
は
､
鷹
を
め
ぐ

っ
て
の
奥
羽
大
名
と
統

一
政
権
と
の
対
応
に
は
'
織

田
政
権
と
豊
臣

･
徳
川
政
権
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
相
違
が
い
-
つ
か
存
在

し
た
｡
個
々
の
相
違
点
は
当
該
章
を
参
照
し
て
い
た
だ
-
と
し
て
'
豊
臣
政

権
の
鷹
を
め
ぐ
る
方
針
ほ
ほ
.ほ
徳
川
政
権
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
'
豊

臣
政
権
で
は
九
州
日
向

･
松
前

･
津
軽
を

｢
太
閤
の
鷹
｣
の
独
占
地
と
し
て

特
定
L
t
鷹
送
り
に
各
大
名
を
動
員
し
た
｡
徳
川
政
権
で
は
更
に
進
め
て
日

本
国
に
産
出
す
る
鷹
を
'
全
幕
藩
領
主
階
級
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
｡

こ
の
よ
う
な
全
国
的
動
向
に
由
利
地
方
も
無
縁
で
は
な
-
'
幕
藩
制
の
確
立

に
向
け
て
の
趨
勢
の
中
で
'
様
々
な
対
応
を
余
儀
な
-
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
｡

鷹
献
上
を
め
ぐ
る
幕
藩
制
に
於
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
'
次
の
よ
う
に
結

論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
中
井
信
彦
氏
は
'
参
勤
交
代
'
恒
例

･
臨
時
の

献
上
物
を
含
む
将
軍
に
対
す
る
諸
役
負
担
と
い
う
幕
府
権
力
の
強
制
が
､
地

域
の
も
つ
領
域
と
し
て
の
自
己
完
結
の
可
能
性
を
突
き
崩
し
て
'
中
央
へ
の

依
存
関
係
を
不
可
欠
の
も
の
た
ら
し
め
'
そ
れ
ら
の
将
軍
権
力
に
よ
る
強
制

が
'
特
定
の
社
会
的

･
地
域
的
分
業
関
係
と
し
て
全
国
的
な
支
配
を
実
現
し

39



(76
)

た
と
こ
ろ
に
社
会
体
制
と
し
て
の
幕
藩
制
の
完
成
が
あ
る
t
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
｡
奥
羽
諸
藩
に
於
け
る
鷹
献
上
は
'
ま
さ
に
豊
臣
政
権
以
来
の
統

一
権

力
に
よ
る
強
制
に
畢
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
も
幕
府
権

力
に
よ

っ
て
'
松
前
か
ら
の
鷹
輸
送
が
完
遂
さ
れ
諸
藩
に
よ
る
例
年
の
鷹
献

上
が
完
全
に
行
わ
れ
た
時
点
が
'
ま
さ
に
慕
藩
国
家
に
奥
羽
諸
藩
が
包
摂
さ

れ
'
幕
藩
国
家
の
地
域
的
分
業
関
係
に
組
み
込
ま
れ
た
と
き
な
の
で
あ
る
｡

以
上
が
小
論
に
於
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
認
識
で
あ
る
が
､
残
さ
れ
た
問

題
と
し
て
'
各
藩
間
の
贈
答
鷹
の
問
題
､
家
臣
の
鷹
所
持
と
放
鷹
に
関
し
て

(77
)

の
藩
主
の
対
応
-
家
臣
団
統
制
の
問
題
と
直
結
-
'
幕
藩
制
崩
壊
期
に
於
け

る
鷹
献
上
の
あ
り
方
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
､
鷹
の
み
で
は
な
-
馬
献
上
の
問
題

も
今
後
考
察
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
小
論
は
､
敢
て
筆
者
の

専
攻
し
て
い
る
時
代
を
逸
脱
し
た
分
野
を
射
程
に
入
れ
た
た
め
､
史
料
の
渉

猟
が
不
充
分
で
意
を
充
分
に
尽
せ
な
い
個
所
が
多
々
あ

っ
た
｡
大
方
の
御
批

正
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

註
(
-
)国
立
公
文
書
館
所
蔵
｡

(
2
)
『放
鷹
』
(宮
内
省
式
部
職
編
纂

吉
川
弘
文
館

昭
和
七
年
)
二

一

三
～
二

一八
頁
｡

｢
鷹
出
所
名
鐘
｣
と

｢諸
国
鷹
出
所
地
名
｣
の
主
な

異
同
点
を
述
べ
る
と
､
後
者
に
は
渡
州
が
記
入
さ
れ
て
い
る
が
前
者
に

は
な
-
'
ま
た
前
者
に
は
日
光

･
鹿
島
と
し
て
地
名
で
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
が
､
後
者
は
各
々
が
国
名
に
集
約
さ
れ
て
い
る
｡

(
う
)右
同

二

一九
～
二
二
〇
貢
｡

(

4

)

『新
撰
北
海
道
史
』
第

一
(
北
海
道
庁

大
正
七
年
)
二
二
九
貢
に
よ

れ
ば
､
貴
腐
は
一
歳
の
も
の
を
指
し
'
そ
の
中
で
も
弟
鷹
は
芸
を
善
-

す
る
た
め
'
価
値
が
最
も
高
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡

(
5
)
(
2
)
の
二
二
〇
頁
｡

(
6
)
『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
六
(
雄
山
間

昭
和
五
四
年
)
1
九
二
-
一

九
八
頁
'
松
尾
美
恵
子

｢奉
公
｣
｡

(
7
)
『
日
本
書
紀
』
下
(
古
典
文
学
大
系
六
八

岩
波
書
店
)
天
武
四
年
正

月

1
七
日
の
条
.

(
8
)
『
大
和
物
語
』
(
古
典
文
学
大
系
九

岩
波
書
店
)
三
二
三
貢
｡

(
9
)右
同
の
同
頁
欄
外
註
に
へ
磐
手
郡
は
岩
手
県
北
上
川
上
流

一
帯
の
吉

名
と
あ
り
へ陸
奥
国
で
も
鷹
産
地
名
が
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
'

こ
れ
が
初
見
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た

『嵯
峨
野
物
語
』
(秤

書
額
従

1
二

鷹
部
)
に
､
｢鷹
は
坂
東
以
下
諸
国
御
つ
ぎ
物
に
そ
な
ゆ

る
也
｣
と
あ

っ
て
'
坂
東
以
下
の
諸
国
貢
献
物
で
'
天
皇
が
清
涼
殿
に

出
御
の
上
'
蔵
人
所
に
収
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
東
国
か
ら
の

献
上
鷹
が
令
外
の
官
で
天
皇
直
属
の
重
要
な
機
関
で
あ
る
蔵
人
所
に
格

納
さ
れ
た
こ
と
は
'
こ
れ
ら
の
鷹
が
天
皇

･
皇
室
の
所
有
に
帰
す
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
｡

(
10
)
『延
書
式
』
中
編
(国
史
大
系
二
六

吉
川
弘
文
館
)
主
計
式
｡
虎
尾

俊
哉

『延
書
式
』
(吉
川
弘
文
館

昭
和
三
九
年
)
に
も
'
鷹
真
上
に
関

す
る
記
述
は
見
当
ら
な
い
｡

(
‖
)
『古
代
の
地
方
史
』
六

奥
羽
編
(朝
倉
書
房

昭
和
五
三
年
)
二
7
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六
～
二
二
〇
頁
｡

(
12
)
『秋
田
県
史
』
資
料

古
代
中
世
編
(秋
田
県

昭
和
三
六
年
)
八

1

頁

｢
類
従
三
代
格
｣
巻

二

一｡
以
後
'
同
書
を

『県
史
』
と
略
記
す
る
｡

(
13
)
『
日
本
三
代
実
録
』

(国
史
大
系
四

吉
川
弘
文
館
)
貞
観
元
年
八

月
八
日
の
条
に
'

｢
勅
五
畿
七
遺
諸
国
､
年
貢
御
鷹
'

一
切
停
止
｣
と

二

一

あ
る
｡

(
14
)
『県
史
』

二
二
七
頁

｢花
鳥
余
情
｣
｡

(
ほ
)
『吾
妻
鏡
』
(
国
史
大
系
三
二

吉
川
弘
文
館
)建
久
六
年
九
月
二
九

日
の
条
｡

(
1
)右
同

建
久
五
年

1
0
月
二
二
日
の
条
に
､

葛
西
兵
衛
尉
清
重
献
自
大
鷹

一
羽
｡
無
双
之
逸
物
也
云
々
｡

と
あ
る
｡

(
17
)
『姓
氏
家
系
大
辞
典
』
(
一
)
(同
刊
行
会

昭
和
九
年
)葛
西
氏
の
項
｡

(
18
)
『吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
二
二
日

･
一
〇
月
二
五
日
の
条
｡

(
19
)豊
田
武
編

『東
北
の
歴
史
』
上
巻
(吉
川
弘
文
館

昭
和
四
二
年
)
二

二
八
頁
｡

(
20
)右
同
二
六
七
頁
｡

(
21
)
『大

日
本
古
文
書
』
伊
達
家
文
書
之

一
(東
大
出
版
会

昭
和
四
四

年
)
二
一
九
号
｡

(
22
)
『古
事
類
苑
』
遊
戯
部
(吉
川
弘
文
館

昭
和
五
四
年
)
一
〇
二

～

一
〇
二

一貢
｡

(
2

3
)

(

21
)
二
九
四
号

天
正
三
年

一
〇
月
二
五
日

松
井
友
閑
書
状
｡

(2
4

)
(19
)三
八
四
頁
｡

(tJIcl
)
『県
史
』
三
〇
三
～
三
〇
五
頁
O

へ
2
)
右
同

三
〇
五
頁
に
'

｢使
家
臣
分
内
半
左
衛
門
尉

∴
旧
都
縫
殿
助

.I.ll

献
上
戎
馬
或
鷹
於
信
長
公
､
後
来
毎
年
如
斯
(下
略
)
｣
と
あ
る
｡

二

一

レ

(
27
)
『信
長
公
記
』
巻

l
l
l(史
籍
集
覧

第

一
九
柑
)
天
正
七
年
七
月
二

五
･
二
六
日
の
条
｡

(
28
)
『山
形
市
史
』
史
料
編
1

最
上
氏
関
係
史
料
(
山
形
市

昭
和
四

八
年
)
四
六
〇
頁

｢
会
津
四
家
合
考
｣
に
､
義
光
の
鷹
献
上
の
こ
と
が

み
え
る
｡
以
後
'
同
書
を

『市
史
』
と
略
記
す
る
｡

(
29
)右
同

四
六
〇
頁
｡

(
30
)

『史
料
綜
覧
』
巻

〓

(東
大
出
版
会

昭
和
車

1年
)
天
正
九
年
七

月
二
〇
日
の
条
｡

(
31
)
『県
史
』
三
〇
五
頁
｡

(
32
)右
同

三
〇
四
頁
に
､

｢安
倍
愛
季
書
状
案
｣
と
し
て

去
々
年
御
鷹
師
被
指
下
侯
て
及
其
意
候
処
'
御
祝
着
之
由
今
度
預
御

書
之
過
分
黍
存
候
､
(中
略
)

41

閏
七
月
廿
日

謹
上

安
土
江
参
(下
略
)

安
倍
愛
季

と
記
さ
れ
て
お
り
'
閏
七
月
は
天
正
五
年
に
該
当
す
る
｡

(
33
)奥
羽
大
名
の
外
に
'
秀
吉
か
ら
鷹
を
求
め
ら
れ
た
の
は
島
津
氏
で
あ

る
(
『史
料
綜
覧
』
巻

〓

T

天
正

二
二
年
二
月

一
五
日
の
条
).
島
津

氏
は
こ
れ
に
反
発
し
て
､
足
利
義
昭
に
幕
府
再
興
に
協
力
す
る
こ
と
を

約
し
､

義
昭
へ
鷹

･
馬

･
金
を
贈

っ
て
忠
誠
を
示
し
た
(
『
同
』
同
年

五
月
二
六
日
の
条
)0



(34
)
小
林
清
治

『伊
達
政
宗
』
(
吉
川
弘
文
館

昭
和
三
四
年
)
二
三
～
六

七
頁
｡

(
節
)
(
21
)
三
六
五
号

天
正

一
六
年
卯
月
五
日

前
田
利
家
書
状
｡

(
36
)右
同

四
二
二
号

天
正

一
六
年
七
月
四
日

前
田
利
家
書
状
｡

(
37
)
右
同

三
九

一
号

天
正

二
ハ
年

一
〇
月
五
日

富
田
知
信
書
状
へ

三
九
五
号

天
正

1
六
年

〓

1月

〓

l日

岡
人
書
状
｡

(
38
)右
同

四
〇
五
号

天
正

1
七
年
正
月
二
八
日

富
田
知
信
書
状
｡

(
39
)右
同

四
二
四
号

天
正

一
七
年
六
月
九
日

豊
臣
秀
吉
書
状
｡

(
40
)
『津
軽
史
』
第
七
巻
(
み
ち
の
く
双
書
特
輯
号

青
森
県
文
化
財
保

護
協
会

昭
和
五
二
年
)
一
貫
o

(
41
)
『市
史
』

一
六
頁

｢最
上
家
譜
｣
所
収
の
徳
川
家
康
書
状
｡

(
42
)
『県
史
』
四
〇
五
～
四
〇
六
頁
に
よ
れ
は
'
天
正

一
八
年

二

一月
二

一
日
'
小
野
寺
義
道
が
豊
臣
秀
吉
'
秀
次

へ
鷹
を
献
上
L
t
更
に
義
道

は
翌
年
正
月

一
八
日
に
も
秀
吉

へ
鷹
を
献
上
し
た
(
『県
史
』
四

一
六

頁
)0

(
43
)右
同

四
七
四
頁

文
緑
五
年
閏
七
月

一
九
日

豊
臣
秀
吉
朱
印
状
｡

(
44
)
『大
日
本
古
文
書
』
島
津
家
文
書
之

一
(東
京
大
学

昭
和

一
七
年
)

二
八
七
号

二

月
晦
日

足
利
義
昭
御
内
書
｡

(
S
))
『豊

田
武
博
士
古
稀
記
念
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
』
(同
会
編

士
吊
川
弘
文
館

昭
和
五
五
年
)所
収
｡

(
46
)
『新
撰
北
海
通
史
』
史
料
編

一
(
北
海
道
庁

昭
和

二

年
)
八
三
頁

｢福
山
秘
府
｣
巻
之
八
｡
以
後
'
同
書
を

『通
史
』
と
略
記
す
る
｡

(
47
)
｢津
軽
古
文
書
｣
(東
大
史
料
編
纂
所
謄
写
本
)所
収
､
豊
臣
秀
吉
朱

印
状
(臓
月

一
〇
日
)
に
は
'

於
其
方
分
範
巣
鷹
商
買
之
儀
堅
可
相
留
侯
'
巣
子
隆

二
付
は
無
詮
鷹

共
損
侯
由
侯
間
'
向
後
入
念
可
相
停
止
之
侯
'
猶
羽
柴
会
津
少
将
可

申
侯
也腺

月
十
日

御
朱
印

津
軽
右
京
亮
と
の
へ

(
48
)
『通
史
』
八
四
頁

｢福
山
秘
府
｣
巻
之
八
｡

(
49
)
(
47
)所
収

豊
臣
秀
吉
朱
印
状
の
文
言
は
'

御
鷹
儀
'
津
軽
右
京
亮
被
仰
付
差
上
候
粂
'
泊
々
宿
並
鷹
之
餌
入
念

自
其
所
々
可
申
付
候
也

十
月
晦
日

御
朱
印

秋
田
分
領

八
森

42

(以
下
の
地
名
は
'
付
表
を
参
照
さ
れ
た
い
)

(
LL10
)
徳
川
家
康
が
鷹
輸
送
を
海
上
航
路
で
命
じ
た
の
は
'
次
の
家
康
朱
印

状
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
(中
村
孝
也

『徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻

之

一
'
日
本
学
術
振
興
会

昭
和
三
五
年

三
九
二
～
三
九
三
貢
)0

従
松
前
鷹
可
指
上
侯
之
間
'
於
其
泊
々
'
宿
井
部
'
可
令
馳
走
候
'

二

7

二

1

二

1

若
此
旨
相
背
輩
於
在
之
者
'
可
為
曲
事
老
也
'

レ
レ

レ
二

一

レ
二

一

御
朱
印

(慶
長
九
年
)

八

月

十

六

日

津
軽
領
内

秋
田
領
内

由
利
領
内

庄
内
舘
内



越
後
分
領

越
中
分
領

加
賀
領
内

越
前
領
内

近
江
領
内

其
外
泊
々
宿
中

右
の
朱
印
状
は
'
京
都
迄
の
鷹
送
り
で
あ
る
が
'
家
康
は
当
年
八
月
に

は
京
都
に
居
た
(
『慶
長

日
件
録
』
慶
長
九
年
六
月

一
〇
日
の
条
に
'

家
康
伏
見
城
か
ら
二
条
城
に
入
る
記
事
あ
り
)
訳
で
あ
る
か
ら
'

京
都

へ
直
接
鷹
送
り
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
場
合
は
家
康
の
個
人
的

指
令
に
基
づ
-
も
の
で
'
こ
の
後
行
わ
れ
た
形
跡
も
な
-
'
様
式
も
相

違
す
る
の
で
徳
川
政
権
下
に
於
て
は
あ
く
ま
で
も
例
外
と
見
散
す
べ
き

で
あ
る
D

(
LLH
)
拙
稿

｢
北
方
辺
境
藩
研
究
序
説
｣
(
『
弘
前
大
学
園
史
研
究
』
六
八

･
六
九
合
併
号

昭
和
五
四
年
)0

(
班
)
『通
史
』
八
五
～
八
六
頁

｢
福
山
秘
府
｣
巻
之
八
｡

(
刀
)
(
40
)
三
五
頁
に
'

(元
禄
六
年
)

二

九

月

十

六

日
'
御
鷹
献
上
自
今
以
後
無
用
可
仕
旨
被
仰
出
候
､

と
あ
り
'
津
軽
藩
に
は
元
緑
六
年
九
月

1
六
日
に
鷹
献
上
停
止
が
命
ぜ

ら
れ
た
｡
他
藩
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
'
鷹
献
上
を
免
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
｡

(
S
C)宇
都
宮
か
ら
江
戸
ま
で
ほ
'
同
日
付
を
以
て

｢御
蔵
入
所
々

給
人

中
｣
宛
て

に
同
文
言
の
奉
書
が
発
せ
ら
れ
た
(
『通
史
』
八
五
～
八
六

頁
)0

(
労
)
そ
れ
は
'
慶
長
六
年
正
月

一
七
日
の
徳
川
家
康
書
状

最
上
義
光
宛

同
七
年
五
月
二
三
日
の
同
御
内
書

宗
義
智
宛

同
年
九
月
二
三
日
の

カ

同
御
内
書

同
宛

同

二
一
年

九
月
二
]ハ
日
の
同
御
内
書

津
軽
為
信

宛
で
あ
る
｡
な
お

『
同
書
』
下
巻
之

l
所
収
(
一
五
二
女
)島
津
藩
士
鎌

田
政
近
書
状
(
慶
長
六
年
八
月
二
日
付
)
に

二

景
勝
御
進
物
之
儀
､
伝
説
侯
著
'鷹
八
十
も
と
す
へ
被
上
由
候
'

其
内
拾
二
も
と
､
銀
子
千
枚
'
さ
ら
し
の
布
た
る
よ
し
侯
'
是

ハ
内

府
様
江
之
御
進
物
斗
の
事

こ
て
候
事
t

と
あ
り
'
関
ケ
原
の
戦
の
後
'
徳
川
家
康
に
自
家
の
存
続
を
願
う
上
杉

景
勝
が
'
莫
大
な
贈
物
を
家
康
に
口王
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
､
な
か

で
も
多
量
の
鷹
を
進
上
し
た
の
は
注
目
さ
れ
る
｡

(
光
)舟
橋
秀
賢

『慶
長
日
件
録
』
第

1
(読
群
書
類
従
完
成
会

昭
和
五

六
年
)
慶
長
九
年
八
月
二
二
日
の
条
に
'

(前
略
)放
鷹
す
え
あ
く
る
事
可
為
禁
制
由
被
仰
出
'
此
中
放
鷹
す
え

あ
け
令
活
却
由
'
依
有
其
聞
也
､
其
主

ハ
す
え
あ
-
る
事
勿
論
也
'

か
く
し
置
輩
固
御
禁
制
也
t

と
あ
り
'
私
的
放
鷹
と
鷹
売
買
を
禁
止
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
令
は

公
家
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
件
に
関
し
て
他
の

史
料
が
見
当
ら
ず
'
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
､
恐
ら
-
慶
長

一
七
年
の

公
家
衆
放
鷹
の
禁
に
結
び
つ
-
も
の
で
あ
ろ
う
｡

(
節
)
『大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
九
(東
大
出
版
会

昭
和
四
六
年
)磨

長

一
七
年
六
月
八
日
の
条
｡

(
uICO
)
『内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』
(
-
)
東
武
実
鐘

1
(汲
古
書
院

昭

和
五
六
年
)寛
永
三
年
二
月
の
条
｡

(
舛
)
『
大
日
本
古
記
録

梅
津
政
景
日
記
』
二
(岩
波
書
店

昭
和
二
九

年
)
元
和
二
年
五
月
二
二
日
の
条
｡

以
後
'

同
書
を

『政
景
日
記
』
と
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略
記
す
る
｡

(60
)右
同

七

寛
永
六
年

一
〇
月

二

日
の
条
.

(
61)
『県
史
』
四
九

一
～
四
九
二
頁
｡

(
62
)
『政
景
日
記
』
三

元
和
四
年
九
月

二

日
の
条
｡

(
め
)
石
岡

八

寛
永
八
年

一
一
月
四
日
の
条
.

(
64
)
山
形
で
の
件
は
'
最
上
改
易
に
際
し
て
山
形
に
出
張
し
た
家
臣
に
'

売
鷹
が
あ
れ
は
購
入
す
る
よ
う
に
と
命
じ
た
も
の
(
『政
景
日
記
』
五

元
和
八
年
九
月

一
日
の
粂
)｡

鹿
島
な
ど
で
の
購
入
は
'

同
七

寛
永

五
年
九
月
二
二
日
の
条
｡

(
wLLT
)海
保
嶺
夫

『幕
藩
制
国
家
と
北
海
道
』
(
三
一
書
房

昭
和
五
三
年
)

八
九
～
九
〇
頁
｡

(
66
)
『政
景
日
記
』
三
～
九
｡

(
67
)
『徳
川
実
紀
』
第
二
編
(国
史
大
系
三
九

吉
川
弘
文
館
)0

(
68
)
『市
史
』
二
五
四
頁

秋
田
藩
家
蔵
文
書
所
収
｡

(69
)石
岡

二
四
三
頁

同
所
収
｡

(
70)右
同

二
四
二
頁

同
所
収
｡

(
71
)
『政
景
日
記
』
六

寛
永
二
年
九
月
二
九
日
の
条
｡

(72
)右
同

八

寛
永
八
年

二

月
二
日
の
条
｡

(
刀
)右
同

八

同
年
二
月
二
l
日
の
条
.

(
74
)仁
賀
保
町
斎
藤
昭

一
郎
氏
所
蔵
文
書
｡

(
乃
)
日
本
歴
史
地
理
学
会
編

『奥
羽
沿
革
史
論
』
(歴
史
図
書
社

大
正

五
年
)
四
一
九
頁
'
吉
田
東
伍
博
士
執
筆
分
｡

(
76
)中
井
信
彦

『転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
』
(塙
書
房

昭
和
四
六
年
)
一

五
二
頁
｡

(
77
)
『政
景
日
記
』
七

寛
永
六
年
七
月
五
日
の
条
に
'
藩
主
義
宜
が
家

臣
団
に
他
国
か
ら
鷹
購
入
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
が
み
え
､
前
述
の
ご
と

-
観
内
産
鷹
は
将
軍
家
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
義
宜
の
認
識
か
ら
す
れ

ば
'
家
臣
に
と

っ
て
鷹
所
持
は
自
動
的
に
不
可
能
に
な
る
訳
で
あ
る
｡

付
記北

海
道
と
鷹
の
問
題
に
関
し
て
は
'
菊
池
勇
夫
氏
が

一
九
七
九
年

の
地
方
史
研
究
協
議
会
大
会
で
'

｢
近
世
前
期
の
松
前
藩
と
幕
藩

体
制
｣
と
題
し
て
報
告
さ
れ
た
由
で
あ
る
が
､
筆
者
は
そ
の
発
表

に
接
す
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
｡
た
だ
し
氏
の
報
告
レ
ジ
メ
は

手
元
に
あ
り
'
本
稿
を
草
す
る
に
当
り
参
考
に
す
る
こ
と
の
あ
っ

た
事
を
断

っ
て
お
く
｡

(昭
和
五
六
年
二
月
二
六
日
)
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